
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援研究会議設置要綱 
 

 （設置等） 

第１条 医療的ケアを必要とする児童生徒（以下「要医療的ケア児童生徒」という。）の送迎における保

護者の負担軽減に向けて、実証研究から得られた知見を生かして今後の取組の方向性を探るため、医療

的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援研究会議（以下「研究会議」という。）を設置する。 

２ 研究会議は、実証研究の成果を基に次に掲げる事項について研究を行うものとする。 

 (1) 要医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援に関すること 

(2) 要医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援の実証研究に関すること 

 (3) その他研究会の設置の目的達成のために必要な事項 

 

 （構成） 

第２条 研究会議は、１２人以内の委員で構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、滋賀県健康医療福祉部長（以下「健康医療福祉部長」という。）

および滋賀県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が協議の上、選任する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 医療関係者 

 (3) 福祉関係者 

 (4) 関係行政職員 

 (5) 学校関係者 

 (6) その他適当と思われる者 

 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、選任された日から平成３２年３月３１日までとする。 

 

 （座長等） 

第４条 研究会議に座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選によって定める。 

３ 座長は、研究会議の委員として会議の進行を行う。 

４ 座長に事故ある時は、第２項の規定に準じて選ばれた者が、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第５条 研究会議は、健康医療福祉部長および教育長が招集する。 

２ 研究会議は、公開とする。ただし、健康医療福祉部長および教育長が必要と認めるときは非公開とす

ることができる。 

３ 健康医療福祉部長および教育長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

 （運営） 

第６条 研究会議の運営に必要な事務は、滋賀県健康医療福祉部障害福祉課および滋賀県教育委員会事務

局特別支援教育課において処理する。 

 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、研究会議の運営に関し必要な事項は、健康医療福祉部長および教

育長が定める。 

 

 

   付 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１７日から施行する。 
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